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地
域
経
済
の
活
性
化
と
、
よ

り
快
適
な
住
環
境
づ
く
り
を
目

指
し
て
、
み
な
さ
ん
が
現
在
お

住
ま
い
に
な
っ
て
い
る
住
宅
の

リ
フ
ォ
ー
ム
工
事
を
行
う
場
合
、

そ
の
経
費
の
一
部
を
補
助
し
ま

す
。

補
助
対
象

・
町
内
在
住
で
住
民
基
本
台
帳

に
登
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

・
町
税
等
に
未
納
が
な
い
こ
と
。

　
（
全
世
帯
員
）

・
町
内
に
本
店
を
有
す
る
施
工

業
者
に
よ
り
、
リ
フ
ォ
ー
ム

工
事
を
行
う
こ
と
。

・
申
請
年
度
内
に
工
事
を
完
了

し
、
補
助
金
の
請
求
が
で
き

る
こ
と
。

・
町
で
実
施
し
て
い
る
他
の
同

様
の
補
助
制
度
の
利
用
、
ま

た
は
該
当
し
て
い
な
い
こ
と
。

補
助
対
象
工
事

・
工
事
費
が
20
万
円
以
上

（
消
費
税
を
除
く
。）

・
町
内
で
自
ら
が
居
住
す
る
住

宅
の
改
修
・
増
築
・
設
備
改

善
等

・
併
用
住
宅
の
場
合
は
住
宅
部

分
の
み
対
象
と
し
ま
す
。

・
住
宅
敷
地
で
防
災
上
危
険
な

外
構
物（
門
、
門
扉
、
塀
等
）

の
改
修

補
助
金
額
等

・
補
助
率　

消
費
税
を
除
い
た

　

工
事
費
の
10
％

　
　
　
（
千
円
未
満
切
り
捨
て
）

・
補
助
金
限
度
額　

20
万
円

補
助
実
施
期
間

平
成
25
年
度
～
平
成
27
年
度

ま
で
の
３
ヶ
年
度

《
注
意
》

※
予
算
の
範
囲
内
で
、
先
着

順
で
実
施
し
ま
す
。

※
補
助
金
の
交
付
決
定
前
に

着
工
し
て
い
る
工
事
は
対

象
と
な
り
ま
せ
ん
。

※
補
助
は
、
同
一
住
宅
に
つ

き
一
回
限
り
で
す
。

◆
問
い
合
わ
せ

　

都
市
建
設
課
管
理
計
画
班

　

☎（
84
）１
２
１
７

住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
の
補
助
を
行
い
ま
す

児
童
医
療
費
制
度
の

対
象
が
4
月
か
ら
拡
大

住
宅
用
太
陽
光
発
電
の

設
置
費
用
を
補
助
し
ま
す

　

医
療
機
関
で
受
診
し
た
と
き
、

保
険
診
療
の
一
部
負
担
金
を
助

成
す
る
制
度
の
対
象
者
が
高
校

２
年
生（
各
種
学
校
可
）ま
で
に

拡
大
さ
れ
ま
す
。

　

受
給
券
の
交
付
は
あ
り
ま
せ

ん
の
で
、
福
祉
課
社
会
福
祉
班

で
資
格
登
録
を
し
、
医
療
機
関

に
支
払
っ
た
領
収
書
を
添
え
て

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

対
象
者　

　

平
成
９
年
４
月
２
日
か
ら
11

年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
就
学
し

て
い
る
方

　

町
内
の
戸
建
住
宅
に
太
陽
光
発

電
シ
ス
テ
ム
を
設
置
す
る
方
に
、

設
置
費
用
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

申
請
受
付

４
月
１
日（
火
）か
ら
受
付
開
始

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
。

補
助
金
額

１
キ
ロ
ワ
ッ
ト
当
た
り

３
０
，
０
０
０
円

※
上
限
１
０
５
，
０
０
０
円

（
３
．
５
キ
ロ
ワ
ッ
ト
ま
で
）

補
助
件
数　

50
件

補
助
対
象

・
自
ら
居
住
、
ま
た
は
居
住
を
予

定
し
て
い
る
町
内
の
戸
建
住
宅

（
貸
家
は
除
く
。）に
太
陽
光
発

電
シ
ス
テ
ム
を
設
置
す
る
方

・
町
税
等
に
未
納
が
な
い
方（
全

世
帯
員
）

申
請
方
法

太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
の
設
置

工
事
の
前
に
、
関
係
書
類
を
添

え
て
、
環
境
防
災
課
へ
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。

※
詳
し
く
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、

ま
た
は
環
境
防
災
課
へ
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
申
請
・
問
い
合
わ
せ

　

環
境
防
災
課
環
境
班

　

☎（
84
）１
２
１
６

対
象
期
間

　

17
歳
に
達
す
る
日
以
降
の
最

初
の
３
月
31
日
ま
で

◎
申
請
に
必
要
な
も
の

・
高
校
１
年
生
及
び
資
格
登
録

の
な
い
高
校
２
年
生

印
か
ん
、
お
子
さ
ん
の
保
険

証
、
学
生
証
の
コ
ピ
ー
、
保

護
者
名
義
の
通
帳

・
資
格
登
録
の
あ
る
高
校
２
年
生

　

学
生
証
の
コ
ピ
ー

◆
申
請
・
問
い
合
わ
せ

　

福
祉
課
社
会
福
祉
班

　

☎（
84
）１
２
５
７

児童扶養手当の支給金額が
変更されます

　児童扶養手当法施行令の一部改正に基づ
き、4月分から支給金額が次のとおり変更
されます。

児童扶養手当支給額　(1ヶ月当たり）

児童数 区分
現　行

（3月分まで）
改定後

（4月分から）

1人

全部

支給
41,140円 41,020円

一部

支給

41,130円～
9,710円

41,010円～
9,680円

2人 5,000円を加算
3人以上 1人増加するごとに3,000円を加算

◆問い合わせ
　福祉課社会福祉班　☎84－1257


